
 

 

平成３０年７月１９日 

保護者の皆様へ 

 

京都市立太秦中学校 

学校長 青野 浩   

 

 冬 季 休 業 期 間 中 の 学 校 閉 鎖 日 の 設 置 に つ い て （ お 知 ら せ ）  

 

 平素は，本校（園）の教育活動に多大なご支援・ご協力をいただき，ありがとうご

ざいます。 

 さて，本市では，働き方改革の一環として，平成３０年３月に京都市ＰＴＡ連絡協

議会・各校園長会と教育委員会が連名で「学校・幼稚園における働き方改革推進宣言」

を策定させて頂き，保護者や地域の皆様の御理解と御支援のもとで様々な取組を進め

ているところです。 

 こうした中，教職員の年次休暇の取得を促進し，冬季休業日明けから心身ともに充

実した状態で教育実践に取り組むことを目的として，今年度は，全学校・幼稚園にお

いて，冬季休業期間中に学校閉鎖日を設置することとなりました。 

 

 本校園におきましては，冬季休業期間中【平成３０年１２月２２日（土）～ 

平成３１年１月６日（日）】に下記のとおり，学校閉鎖日を設置しますので，御理解

と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 学校閉鎖日の期間 

  平成３０年１２月２７日（木）午後１時～ 

平成３０年１２月２８日（金）午後１時～平成３１年１月４日（金）午後１時 

   ※閉鎖期間中は電話対応等を控えさせていただきます。 

 

２ その他 

  夏季休業期間中の学校閉鎖日については，これまでどおり実施し，今年度は平成

３０年８月１３日（月）～平成３０年８月１７日（金）までの期間です。 


